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事 務 連 絡

平成２１年４月２９日

都道府県 医務担当者 御中

厚生労働省医政局指導課

新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関の指定に伴う医療体制整

備について

今回のメキシコと米国の一部等における豚インフルエンザ事例に対応し、Ｗ

ＨＯは当該事案をフェーズ４に引き上げることを宣言し、また、これを受け、

厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症が発生したとの宣言を行ったとこ

ろです。

厚生労働省としては、情報の収集と提供、流行地に渡航される方への注意喚

起、流行地から帰国される方への対応、医療関係者への治療法等の情報提供等

を行ってきたところであり、また、貴職におかれましても、電話相談の設置等

住民の不安を解消する目的で、すでに様々な対応をしていただいているところ

です。

このような状況の下 「新型インフルエンザ対策ガイドライン （平成２１、 」

年２月１７日新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策

会議）の「医療体制に関するガイドライン」において 「都道府県は、新型イ、

ンフルエンザ以外の疾患の患者に対する医療を破綻させないため、都道府県の

判断により新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関等（例えば透析

病院、がん専門病院、産科病院等）を定めることができる」としています。

都道府県は、このように新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関

を指定する場合は、一方で、指定されていない医療機関が新型インフルエンザ

の感染が疑われる患者等を受け入れることとなります。

すでに、割り振りを行っている都道府県もあると聞いておりますが、別紙に

「新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関を指定した場合に、感染

が疑われる患者を受け入れる医療提供体制について 「－救急の場合－」及び」

「－産科の場合－」の例を参考に示しましたが、あくまでも各地域の実情に合

わせて、関係者と十分協議するなどして御検討ください。また、感染者の発生

状況に応じて、臨機応変な対応が求められことも留意ください。

なお、同様の対応が必要と考えられる医療機関として、救急病院、小児専門

病院等が考えられますことを申し添えます。
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（別紙１）

新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関を指定した場合に、感染が

疑われる患者を受け入れる医療提供体制について（一例）

－救急の場合－

○ 二次医療圏又は都道府県単位で関係者と協議してあらかじめルールを決め

ておく

救急現場において、症状並びに渡航歴及び渡航者との接触歴から、新型イン

フルエンザが疑われる場合は 「県が指定する発熱外来を有する救急医療機関、

又は感染症指定の救急医療機関」のうち、構造・人員上、以下の対応が可能な

医療機関（以下、感染症指定救急医療機関という ）をあらかじめ都道府県が。

指定し、当該医療機関が優先して受け入れる。

①構造

疑い患者搬入用の専用の出入り口の設置 専用の初療室・処置室・手術室 使、 （

用する診断機器、治療道具等も専用）及びその間の動線も通常の救急搬送患者

とできるだけ交差しないように配慮する（トイレも留意 。）

②人員

疑い患者発生時には、専任の医師、看護師等を確保する。

なお、患者数が多く、当該医療機関では受けきれない場合にあっては、発熱

外来を有し、新型インフルエンザ患者が使用する区画と救急患者等を受け入れ

る区画が区別されていない医療機関での受入れも検討する。

○ 感染症指定救急医療機関の対応

①受け入れ時の対応

専用の搬入口、初療室、手術室等で原疾患の治療を行いながら、並行して感

染症専門部門と協力して、新型インフルエンザの診断確定に必要な検査・治療

を行う。

この際、円滑な検査・治療ができるよう、あらかじめ実施方法や連絡体制に

ついて検査部門や感染症専門部門と協議しておく。

②原疾患等の診察・治療後の対応

感染症検査結果が出るまでは、あらかじめ指定された感染症病床で受け入れ

る。
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（別紙２）

新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関を指定した場合に、感染が

疑われる患者を受け入れる医療提供体制について（一例）

－産科の場合－

○ 二次医療圏又は都道府県単位で関係者と協議してあらかじめルールを決め

ておく

症状及び渡航者との接触歴等から、新型インフルエンザが疑われる妊産婦に

ついては 「県が指定する発熱外来を有する産科医療機関又は感染症指定の産、

科医療機関」のうち、構造・人員上、以下の対応が可能な医療機関（以下、感

染症指定産科医療機関という ）をあらかじめ都道府県が指定し、当該医療機。

関が優先して受け入れる。

①構造

疑い患者等の専用の出入り口の設置、専用の診察室・処置室・分娩室・手術

室（使用する診断機器、治療道具等も専用）及びその間の動線も通常の患者等

とできるだけ交差しないように配慮する（トイレも留意 。）

②人員

疑い妊産婦発生時には、専任の医師、看護師等を確保する。

なお、患者数が多く、当該医療機関では受けきれない場合にあっては、発熱

外来を有し、新型インフルエンザ感染妊産婦が使用する区画と非感染妊産婦を

受け入れる区画が区別されていない医療機関での受入れも検討する。

○ 感染症指定産科医療機関の対応

①受け入れ時の対応

専用の搬入口、診察室、分娩室等で診療を行いながら、並行して感染症専門

部門と協力して、新型インフルエンザの診断確定に必要な検査・治療を行う。

この際、円滑な検査・治療ができるよう、あらかじめ実施方法や連絡体制に

ついて検査部門や感染症専門部門と協議しておく。

②診察・治療後の対応

感染症検査結果が出るまでは、個室対応を行う。




